
議案第４８号  

 

　　　阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を  

改正する条例制定について  

 

　阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

　　令和７年８月２７日提出  

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　  

 

 

提案理由  

受益者負担の適正化を図るための措置
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　　　阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を  

改正する条例  

 

　阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例（平成５年阪南市条

例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

別表し尿の部一般家庭処理の款普通の項中「３５０円」を「４５０円」

に改め、同款特別の項中「４００円」を「５００円」に改め、同部従量

処理の款中「５l」を「１０ｌ」に、「３５円」を「８０円」に改める。 

 

附　則  

　（施行期日）  

１　この条例は、令和８年１月１日から施行する。  

　（経過措置）  

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集されるし尿

に係る処理手数料について適用し、同日前に収集されたし尿に係る処

理手数料については、なお従前の例による。  
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阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 別表（第２３条関係） 別表（第２３条関係）
  し

尿

取扱区分 単位 手数料
 一般

家庭

処理

普通くみ取り回数

月１回の場合

１人に

つき１

箇月

４５０円

 特別特殊便槽（無

臭トイレで水

を使用するも

の）

１槽に

つき１

箇月

普通手数

料の額に

５００円

を加算し

た額
 くみ取り回数

月２回の場合

１槽に

つき１

箇月

普通手数

料の額に

５００円

を加算し

た額
 １家庭に便槽

が２以上ある

場合 

ただし、同時

にくみ取った

場合に限る。

１回に

つき

普通手数

料の額に

５００円

を加算し

た額

 特殊なくみ取

りを要するも

の

　 普通手数

料の５割

増しした

額
 従量

処理

会社、商店、工場、

事務所等又は一般

家庭のため式水洗

便所

１０ｌ

につき

８０円

 略　 略 略 略

 し

尿

取扱区分 単位 手数料
 一般

家庭

処理

普通くみ取り回数

月１回の場合

１人に

つき１

箇月

３５０円

 特別特殊便槽（無

臭トイレで水

を使用するも

の）

１槽に

つき１

箇月

普通手数

料の額に

４００円

を加算し

た額
 くみ取り回数

月２回の場合

１槽に

つき１

箇月

普通手数

料の額に

４００円

を加算し

た額
 １家庭に便槽

が２以上ある

場合 

ただし、同時

にくみ取った

場合に限る。

１回に

つき

普通手数

料の額に

４００円

を加算し

た額

 特殊なくみ取

りを要するも

の

　 普通手数

料の５割

増しした

額
 従量

処理

会社、商店、工場、

事務所等又は一般

家庭のため式水洗

便所

５lに

つき

３５円

 略 略 略 略
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